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＜法律等の略称＞

１�）　本書では、法律等について次の略称を用いている場合があります。

　「農振法」＝農業振興地域の整備に関する法律
　「基盤強化法」＝農業経営基盤強化促進法
　「中間管理法」＝�農地中間管理事業の推進に関する法律
　「特定農地貸付法」＝特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律
　「農業委員会法」＝農業委員会等に関する法律
　「特定農山村法」＝�特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律
　「農山漁村活性化法」＝農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律
　「都市農地貸借円滑化法」＝都市農地の貸借の円滑化に関する法律
　・○○○法政令＝○○○法施行令
　・□□□法省令＝□□□法施行規則
２�）　本書では、原則として条項等の「第」は省略します。ただし、枝番のある条項等で番号が連
続する場合には「第」を入れています（例：○○○法 1条の２第１項１号）。

Ⅲ　農地中間管理事業の推進に関する法律…………………… 48
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Ⅰ　農地法

農 地 法Ⅰ
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転用の制限
転用のための権利移動制限

賃借権の保護 遊休農地に関する
措置

これにより

を　図り

もって

を　目的とする

権利移動制限（転用目的を除く）

効率的
利用

農地の
確保

効率的利用をする耕作者
の権利取得の促進

地域との調和に配慮
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１　農地法の目的

農地を農地以外のものにすることを規制

農地の農業上の利用の確保利用関係の調整

耕作者の地位の安定・国内農業生産の増大

食料の安定供給の確保

農地法の目的農地法の目的1

１）農地、採草放牧地であるか否かは現況で判断
　
　農地、採草放牧地のいずれも耕作あるいは採草又は放牧の用に供されているかどうかという
土地の現況に着目して判断するものであって、土地登記簿の地目によって判断してはならない
とされています（農地法関係事務に係る処理基準第１⑵）。そして土地の現況が農地、採草放
牧地であるときは、農地法の諸規制を適用することとしています。
　このことから登記簿上の地目が山林、原野など農地以外のものになっていても現況が農地又
は採草放牧地として利用されていれば農地法の規制等を受けることになります。

　注　これが農地法は「現況主義」といわれるゆえんです。

農地及び採草放牧地農地及び採草放牧地2

sa
mple

 sa
mple

 sa
mple

 

sa
mple

 sa
mple

 sa
mple

 

sa
mple

 sa
mple

 sa
mple

 

sa
mple

 sa
mple

 sa
mple

 

sa
mple

 sa
mple

 sa
mple

 




